
（第18421号）東 京 都 公 報令和7年11月4日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

規

程
（
水
）

○
東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
三

告

示
（
水
）

○
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）…
四

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
東
品
川

三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
大
杉

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
四
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
管
理

規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
二
()裏
中
「下

記
の
お
問
合
せ
先
に
御
連

絡
く
だ
さ
い

」
を
「お

手
続
を
お
願
い
し
ま
す

」
に
改
め
、
「◎

水
道
料
金
の
お
支
払
い
は
、
便
利
な
「
口
座
振
替
」
を
、
是
非
御
利

用
く
だ
さ
い
。

」
及
び
「お

申
し
込
み
は
、
こ
の
請
求
書
と
御
使
用

の
通
帳
・
印
鑑
を
御
持
参
の
上
、
お
取
引
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
へ

ど
う
ぞ
。

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
の
三
()裏
中
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

水
道
局
財
務
規
程
別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
二
及
び
第
三
十
六
号

様
式
の
三
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修

正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
七
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告

示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
四
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
市
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容水

道
事
業
に
係
る
収
入
金
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
東

京
都
下
水
道
局
長
か
ら
徴
収
の
委
託
を
受
け
た
下
水
道
料
金
及
び

再
生
水
料
金

三

指
定
日

令
和
七
年
十
一
月
一
日

四

委
託
日

令
和
七
年
十
一
月
一
日

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

マ
ル
イ
シ

石
油
株
式

会
社

石
鍋

浩

足
立
区
西
新
井
五
丁

目
一
番
二
号

令
和
七
年
八
月

三
十
一
日

「

」
を
削
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


